
尊

氏

義

貞

と
ー

!
『太
平
記
』
巻
十
四
前
半
部
に
つ
い
て

「恭
モ
天
子
ノ
御
誇
ノ
字
ヲ
被
レ下
テ
、
高
氏
ト
名
ノ
ラ
レ
ケ
ル
高
ノ
字
ヲ

(
注
1
)

改
メ
テ
、
等
ノ
字
ニ
ゾ
被
レ成
ケ
ル
」
(
傍
点
筆
者
。
以
下
同
じ
)
と
記
さ
れ
た

足
利
尊
氏
が
そ
の

「天
子
」
(
後
醍
醐
天
皇
)
と
の
対
立
の
構
図
を
明
確
に
予

測
さ
せ
た
の
が
『
太
平
記
』

巻
十
三
の
結
末
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
巻
十
四
の
章
立
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
新
田
足
利
確
執
奏
欣
事

二
、
節
度
師
下
向
事

三
、
矢
矧
鷺
坂
手
超
河
原
闘
事

四
、
箱
根
竹
下
合
戦
事

五
、
官
軍
引
退
箱
根
事

六
、
諸
園
朝
敵
蜂
起
事

谷

垣

伊

太

雄

七
、
将
軍
御
進
委
大
渡
山
崎
等
合
戦
事

八
、
主
上
都
落
事
付
勅
使
河
原
自
害
事

九、

長
年
鴎
洛
事
付
内
裏
炎
上
事

十
、
将
軍
人
洛
事
付
親
光
討
死
事

十

一
、
坂
本
御
皇
居
弁
御
願
書
事

25 

巻
十
三
で
予
見
さ
れ
た
尊
氏
と
後
醍
醐
帝
と
の
対
立
は
、
巻
十
四
第
一
章
に

な
る
と
、
尊
氏
と
新
田
義
貞
と
の
対
立
と
い
う
構
図
へ
と
変
化
を
見
せ
る
。

す
な
わ
ち
、
北
条
時
行
を
征
討
し
た
尊
氏
は

「勅
約
ノ
上
ハ
何
ノ
子
細
カ

可
レ有
」
と
し
て
、
①
「
未
ダ
宣
旨
ヲ
モ
不
レ被
レ
下
、
押
テ
足
利
征
夷
将
軍
」

と
名
乗
り
、
「
東
八
箇
園
ノ
菅
領
ノ
事
ハ

、
勅
許
有
シ
事
ナ
レ

パ
」
と
し
て、

②

「箱
根
・
相
模
河
ニ
テ
合
戦
ノ
時
、
有
レ
忠
輩」

に
恩
賞
を
与
え
た
。
②
に

つ
い
て
は

「
先
立
新
田
ノ一

族
共
奔
領
シ
タ
ル
東
園
ノ
所
領
共
ヲ、

悉
ク
閥
所

-一成
シ
テ
、
給
人
」
を
付
け
た
。

「是
ヲ
聞
テ
安
カ
ラ
ヌ
事
-
こ
思
っ
た
新
田
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義
貞
は
「
其
替
リ

ニ
我
分
圏
、
越
後

・
上
野

・
駿
河

・
播
磨
ナ
ド
ニ
足
利
ノ

一

族
共
ノ
知
行
/
庄
園
ヲ
押
へ
テ
」
家
人
達
に
与
え
た
。
そ
の
た
め

「新
田

・
足

利
中
悪
成
テ
、
園
々
/
確
執
」
が
続
発
し
た
。

更
に
「
其
根
元
ヲ
尋
ヌ
レ
パ
」
と
時
間
を

「元
弘
ノ
初
」
に
遡
行
さ
せ
て
、

①
義
貞
が
鎌
倉
を
攻
略
し
た
際
に
、
「
東
八
箇
園
ノ
兵
共
」
は
「
等
氏
卿
都
ニ

テ
抽
賞
異
レ他
ナ
リ
ト
聞
へ
テ
、
是
ヲ
瓢
ク
上
聞
ニ
モ
達
シ
、
思
賞
-
一モ
預
ラ

ン
ト
思
」
っ
た
た
め
に

「心
替
リ
シ
テ
」
大
半
の
者
が
、
幼
い
千
寿
王
(
尊
氏

の
二
男
)
の
も
と
に
つ
い
た
こ
と
、
②
義
貞
が
鶴
岡
八
幡
宮
若
宮
の
神
殿
で

「錦
ノ
袋
-
一
入
タ
ル
二
引
雨
/
旗
」
を
発
見
し

「
奇
特
ノ
重
賓
ト
云
ナ
ガ
ラ
、

中
黒
ノ
旋

-
一
ア
ラ
ザ
レ
パ

、
嘗
家
ノ
用
ニ
無
レ詮
」
と
言
っ
た
の
を
聞
い
た
足

利
方
か
ら
、
そ
の
旗
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
義
貞
が
拒
否
し
た
た
め
「
雨
家
確
執

合
戦
ニ
及
パ
ン
ト
シ
」
た
も
の
の

「上
聞
ヲ
恐
俸
テ
黙
止
」
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
と
述
べ
ら
れ
、

「加
様
ノ
事
共
重
昼
有
シ
カ
パ
、
果
シ
テ
今
、
新
田

・
足
利

一
家
/
好
ミ
ヲ
忘
シ
怨
餓
/
恩
ヲ
ナ
シ
、
互
に
亡
サ
ン
ト
牙
を
砥
ノ
志
願
レ
テ
、

早
天
下
ノ
飢
ト
成
ニ
ケ
ル
コ
ソ
浅
猿
ケ
レ
」
と
展
望
し
た
上
で
、
現
状
に

つ
い

て
の
批
評
が
付
さ
れ
る
。

「
議
口
傍
ヲ

ニ
有
テ
、
観
レ員
事
多
カ
リ
ケ
ル
中
ニ
、
今
度
等
氏
卿
、
相
撲

次
郎
時
行
ガ
討
手
ヲ
承
テ
平
二
関
東
一後
、
今
隠
謀
ノ
企
ア
ル
由
叡
聞
ニ
達
シ
」

た
た
め
、
後
醍
醐
帝
は

「逆
鱗
有
テ
」
て
、
諸
卿
余
議
が
催
さ
れ
た
。

「題
房
・

(詮
2
}

公
明
」
が

「頻
-
一
諌
一言
」
し
た
結
果
、
「法
勝
寺
ノ
慧
鎖
上
人
ヲ
鎌
倉
へ
奉
レ下
、

事
ノ
様
ヲ
可
二尋
窮
一」
と
い
う
事
に
な
っ
た
。

上
人
が
勅
使
と
し
て
鎌
倉
に
下

ろ
う
と
し
た
当
日
に
、
細
川
和
氏
を
使
者
と
す
る
足
利
尊
氏
か
ら
の

ご

紙
の

奏
状
」
が
届
い
た
。

そ
れ
は

「
請
下
早
諒
二
罰
義
貞
朝
臣

一
類
一致
ゆ
天
下
泰
平
上
欣
」
で
あ
り
、
「侵

臣
在
レ朝
議
口
組
レ真。

是
偏
生
ニ於
義
貞
阿
黛
裏
}」
と
義
貞
を
批
判
し
て

「乾

臨
早
被
レ下
ニ勅
許
一、
謙
二伐
彼
逆
類
一、
将
レ致一
一海
内
之
安
静
-、
不
レ堪
一懇
歎

之
至
一」
と
書
か
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
「
此
奏
欣
未
ダ
内
覧
ニ
モ
不
レ被
レ下
ケ
レ
パ

、
遍
ク
知
ル
人
モ

無
慮
-
こ
、
義
貞
が
「
是
ヲ
侍
聞
テ
」、
同
じ
よ
う
に

「請
下
早
諒
二伐
逆
臣
等
氏

直
義
等
一街
中
天
下
上
状
」

を
奉
っ
た
。

義
貞
の
方
は
、

尊
氏
の
こ
と
を
「
渠
僕
忠
非
レ彼
」
と
非
難
し
、

「
以
二
功
微

爵
多
二

頻
精
一一義
貞
忠
義
一。
剰
暢
-一
議
口
之
舌
一、
巧
吐
ニ
浸
潤
之
講
一」
と
述

べ
て
、
足
利
兄
弟
の
八
罪
を
列
挙
し
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
護
良
親
王
の
幽
閉

・

諒
殺
に
関
し
て
は
、
「
人
面
獣
心
之
積
悪
」

「大
逆
無
道
」
等
の
表
現
を
使
い
、

「可
レ令
レ討
ニ
罰
曾
氏

・
直
義
以
下
逆
黛
等
-之
由
、
下
二
賜
官
一旨
二

忽
携
一存
雲

擁
弊
-将
レ輝
ニ白
日
之
鈴
光
」
と
締
め
括
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
人
の
奏
状
を
め
ぐ

っ
て
諸
卿
余
議
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、

「
大
臣
ハ
重
レ蔽

開
レ
口
、
小
臣
ハ
俸
ν
閣
不
ν
出
レ言」

と
い
う
状
況
、
そ
の
よ
う
な
中
で
坊
門
清

忠
が

「
義
貞
ガ
差
申
慮
之
等
氏
ガ
八
逆
、

一
々
ニ
其
罪
不
レ
軽
。
就
ν
中
兵
部
卿

親
王
ヲ
奉
ニ
禁
殺
一由
初
テ
達
二上
聞
-。
此

一
事
申
鹿
賀
ナ
ラ
パ
曾
氏

・
直
義
等

罪
責
難
レ遁
」
と
し
て
「
暫
待
ニ東
説
貫
否
一
等
氏
が
罪
科
ヲ
可
レ
被
レ
定
歎
」
と

述
べ
た
こ
と
が
結
論
と
な
っ
た
。

「懸
ル
慮
-
こ

大
搭
宮
の
世
話
を
し
て
い
た
「
南
ノ
御
方
ト
申
女
房
」

が
鎌

倉
か
ら
帰
洛
し
て
、
「
事
/
様
有
ノ
侭
ニ

」
奏
上
し
た
た
め
、
帝
も

「
サ
テ
ハ

曾
氏

・
直
義
が
反
逆
無
二
子
細
-ケ
リ
ト
テ
、
叡
慮
更
ニ
不
レ穏
。
是
ヲ
コ
ソ
不

思
議
ノ
事
ト
思
食
」
し
て
い
た
と
こ
ろ

へ
、
四
国
・
西
国
か
ら

「足
利
殿
ノ
成

p
h
v
 

nノ
u
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ル
軍
勢
催
促
ノ
御
教
書
」
が
数
十
通
も
「
進
寛
」
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
再
度
、

諸
卿
A

思
議
が
行
わ
れ
、
「
此
上
ハ

非
一一疑
慮
-。
急
ニ
討
手
ヲ
可
レ
被
レ
下
」
と
、

一
宮
尊
良
親
王
を
「
東
園
ノ
御
管
領
」
に
、
新
田
義
貞
を
「
大
将
軍
」
と
し
て

派
遣
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

そ
し
て
、
第

一
章
は
「
元
弘
の
兵
凱
/
後
、
天
下
一
統
ニ
鏡
シ
テ
蔦
民
無
事

に
誇
ト
イ
へ
ド
モ
、
其
弊
猶
残
テ
四
海
未
タ
安
堵
ノ
思
ヲ
不
レ
成
慮
ニ
、
此
事

出
来
テ
諸
園
ノ
軍
勢
共
催
促
ニ
随
へ
パ
、
コ
ハ
如
何
ナ
ル
世
中
。
ソ
ヤ
ト
テ
、
安

キ
意
モ
無
リ
ケ
リ
」
と
締
め
括
ら
れ
る
。

(注
3
)

第
二
章
。
十

一
月
八
日
、

「朝
敵
追
罰
ノ
宣
旨
」
を
受
け
た
新
田
義
貞
は
兵

を
具
し
て
参
内
し
、
「
治
承
四
年
」
の
平
維
盛
の
「
不
士
口
ノ
例
」
で
は
な
く

「天
慶

・
承
平
ノ
例
」
に
従
っ
て
、
「
節
度
」
を
下
賜
さ
れ
る
。
義
貞
自
身
も
、

「嘉
承
=
一
年
讃
岐
守
正
盛
」
の
例
に
則
っ
て

「曾
氏
卿
ノ
宿
所
二
篠
高
倉
」
の

「中
門
ノ
柱
」
を
切
り
溶
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
一
宮
中
務
親
王
が
五
百
余
騎
で
三
条
河
原
に
出
陣
し
、

「
内
裏
ヨ

リ
被
レ下
タ
ル
錦
ノ
御
旋
」
を
掲
げ
た
と
こ
ろ
、

「俄
ニ
風
烈
吹
テ
、
金
銀
ニ
テ

打
テ
著
タ
ル
月
日
ノ
御
紋
キ
レ
テ
、
地
ニ
落
タ
」
事
が
「
不
思
議
ナ
レ
」
と
記

さ
れ
、
「
是
ヲ
見
ル
者
、
ア
ナ
浅
猿
ャ
、
今
度
ノ
御
合
戦
ハ
カ
パ
カ
シ
カ
ラ
ジ

ト
、
忌
思
ハ
ヌ
者
ハ
無
リ
ケ
リ
」
と
も
描
か
れ
る
。

こ
う
し
て
、
「
同
日
ノ
午
刻
」
に
「
大
将
新
田
左
兵
衛
督
義
貞
」
は
七
千
余

騎
に
前
後
を
固
ま
せ
て
都
を
出
立
す
る
。
大
手
が
六
万
七
千
余
騎
、
揚
手
が

一

万
余
騎
ノ
大
軍
で
あ
っ
た
。

一
方
、
「
討
手
ノ
大
勢
巳
ニ
京
ヲ
立
ヌ
」
と
聞
い
た
鎌
倉
で
は
、

「左
馬
頭
直

義

・
仁
木
・
細
河

・
高

・
上
杉
ノ
人
々
」
が
将
軍
(
足
利
尊
氏
)
の
元
に
行
き、

「敵
-一
難
所
ヲ
被
レ超
ナ
パ

、
防
戦
共
甲
斐
有
マ
ジ
。
急
矢
矯

・
蔭
淫
山
ノ
透
-
一

駈
向
テ
、
御
支
候
へ
カ
シ
」

と
提
言
し
た
と
こ
ろ
、
尊
氏
は

「黙
然
ト
シ
テ
暫

ハ
物
モ
不
レ宣
、
良
有
テ
」
、
「
縫
レ絶
職
達

一征
夷
将
軍
望
-、
興
レ癒
位
極
一
誕
上

三
品
-」
こ
と
に

つ
い
て
「
是
臣
ガ
依
ニ
微
功
一
イ
へ
ド
モ、

宣
非
二
君
厚
恩
一哉」

と
述
べ
、
帝
の

「逆
鱗
」
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
「
兵
部
卿
親
王
ヲ
奉
レ失
タ

ル
ト
、
諸
園
へ

軍
勢
催
促
ノ
御
教
書
ヲ
下
シ
タ
ル
卜
云
爾
僚
」
に
関
し
て
は
、

「此
燦
々
謹
デ
事
/
子
細
ヲ
陳
申
サ
パ

、
虚
名
遂
ニ
消
テ
逆
鱗
ナ
ト
カ
静
カ
ナ

ラ
ザ
ラ
ン
」
と
し
て
、
「
芳
ハ
兎
モ
角
モ
身
ノ
進
退
ヲ
計
ヒ
給
へ
。
於
二
曾
氏
一

向
レ君
奉
引
レ弓
放
レ矢
事
不
レ可
レ有
。
サ
テ
モ
猶
罪
科
無
レ
所
レ遁
、
剃
髪
染
衣

/
貌
ニ
モ
成
テ
、
君
の
御
為
ニ
不
忠
ヲ
不
レ存
廃
ヲ
、
子
孫
ノ
為
ニ
可
レ残
」
と
、

「
気
色
ヲ
損
ジ
テ
宣
モ
ハ
テ
ズ
、
後
の
障
子
ヲ
引
立
テ
、
内
へ
」
入
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
、

「甲
胃
ヲ
帯
集
タ
ル
人
々
」
は
「
皆
興
ヲ
醒
シ
テ
退
出
シ
、

思
ノ
外
ナ
ル
事
哉
ト
私
語
カ
ヌ
者
」
も
な
か
っ

た。

「
角
テ

一
雨
日
ヲ
過
ケ
ル
慮
-
こ
、

一
宮

・
新
国
勢
が

「三
河

・
遠
江
マ
デ

進
ヌ
」
と
騒
然
と
な
り
、
上
杉
道
勤
・
細
河
和
氏

・
佐
々
木
道
誉
一
は
足
利
直
義

の
元
に
参
集
し
て
、
「将
軍
の
仰
モ
サ
ル
事
ナ
レ
ド
モ
」
と
し
つ
つ
、
今
こ

そ

「
嘗
家
ノ
御
運
ノ
可
レ開
初
ニ
テ
候
へ

」
と
述
べ
「
兎
ヤ
セ
マ
シ
角
ヤ
可
レ
有
卜

長
余
議
シ
テ
、
敵
ニ
難
所
ヲ
越
サ
レ
ナ
パ
後
悔
ス
ト
モ
盆
ア
ル

マ
ジ
。
将
軍
ヲ

パ
鎌
倉
ニ
残
シ
留
メ
奉
テ
左
馬
頭
殿
御
向
候
へ。

我
等
面
々
ニ
御
供
仕
テ
、
伊

一旦

・
駿
河
港
-
一
相
支
へ

、
合
戦
仕
テ
運
ノ
程
ヲ
見
候
ハ
ン
」
と
進
言
し
た
と
こ

ろ
、
直
義
は

「不
レ
斜
喜
デ
」
直
ち
に
二
十
万
七
千
余
騎
で
十

一
月
二
十
日
に

鎌
倉
を
出
立
し
、
同
二
十
四
日
に
「
三
河
園
矢
矯
ノ
東
宿
」
に
到
着
し
た
。
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第
三
章
は

「十

一
月
二
十
五
日
ノ
卯
刻
」
に
六
万
余
騎
で
矢
矧
河
に
押
し
寄

た
新
田
義
貞

・
脇
屋
義
助
軍
側
の
視
点
に
立
っ
て
描
か
れ
る
。

ま
ず
、
義
貞
の
命
令
を
受
け
偵
察
し
た
長
浜
六
郎
の
提
案
に
従
い
、
「
態
敵

ニ
河
ヲ
渡
サ
セ
ン
ト
河
原
面
-一
懸
場
ヲ
残
シ
、
西
ノ
宿
ノ
端
ニ
南
北
二
十
鈴
町

ニ
磐
テ
、
射
手
ヲ
河
中
ノ
州
崎
へ
出
シ
、
遠
矢
ヲ
射
サ
セ
テ
」
敵
を
お
び
き
寄

せ
る
作
戦
を
と
っ
た
。

「案
ニ
不
ν
違
」
吉
良

・
土
岐

・
佐
々
木
の
六
千
余
騎
が

「
上
/
瀬
」
を
渡

り
、
官
軍
(
新
田
軍
)
五
千
余
騎
と
戦
い
、
次
い
で
高
師
直

・
師
泰
勢
の
二
万

余
騎
が

「下
ノ
瀬
ヲ
渡
テ
、
官
軍
ノ
捻
大
将
新
田
義
貞
ニ
打
テ
懸
」
っ

た
。

「粂
テ

ヨ
リ
馬
廻

ニ
勝
レ
タ
ル
兵
を
七
千
絵
騎
圏
マ
セ
テ
」
大
力
の
武
士
に
防

備
さ
せ
て
い
た
義
貞
は
、
敵
を
近
付
か
せ
ず
、

「
人
馬
共
ニ
気
疲
レ
テ
、

左
右

ニ
分
テ
磐
タ
ル
」
敵
を
、
義
貞

・
義
助
の
七
千
余
騎
が
圧
倒
し
、
退
去
さ
せ
た。

鎌
倉
勢
(
足
利
軍
)
は

「如
何
恩
ケ
ン
、
愛
ニ
テ
ハ
不
レ叶
ト
テ
」、
そ
の
夜
、

矢
矧
を
退
い
て
鷺
坂
に
陣
取
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
遅
れ
て
義
貞
軍
側
に
到
着
し

た
宇
都
宮
ら
三
千
余
騎
が
鷺
坂
に
押
寄
せ
た
た
め
、
鎌
倉
勢
は
退
却
、
し
か
し
、

直
義
軍
が
二
万
余
騎
で
馳
せ
着
い
た
こ
と
で
「
敗
軍
是
ニ
カ
ヲ
得
テ
」
手
越
に

陣
取
っ

た
。

十
二
月
五
日
、
八
万
余
騎
と
な
っ
た
新
国
勢
の
う
ち
、
脇
屋
義
助
ら
の
六
千

余
騎
が
手
越
河
原
に
進
攻
、
更
に
、
夜
に
入
っ
て

「究
意
ノ
射
手
を
勝
テ
」
矢

を
射
か
け
た
た
め
、

「
数
鳶
ノ
敵
」
は
鎌
倉
ま
で
退
い
た
。
新
田
義
貞
は
、
勝

ち
に
乗
っ
て
「
伊
豆
ノ
府
」
に
到
着
。
「
降
人
ニ
出
ル
者
数
ヲ
不
ν
知
」

と
い
う

状
況
の
中
で
、
佐
々
木
道
誉
が
「
太
万
打
シ
テ
痛
手
数
タ
所
-
一
負
」
い

「
舎
弟

五
郎
左
衛
紋
ハ
手
超
ニ
テ
討
レ
」
た
た
め
「
世
ノ
中
サ
テ
ト
ヤ
恩
ケ
ン
」
義
貞

ーー・ー

(詮
4
)

方
に
降
参
し
た
事
が
記
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
続
け
て
「
官
軍
比
時
若
足
ヲ
モ
タ
メ
ズ
、
追
懸
タ
ラ
マ
シ
カ
パ
、

敵
鎌
倉
ニ
モ
除
フ
マ
ジ
カ
リ
ケ
ル
ヲ
、
今
ハ
何
ト
無
ク
ト
モ、

東
園
ノ
者
共
御

方
ヘ
ゾ
参
ラ
ン
ズ
ラ
ン
、
其
上
東
山
道
ヨ
リ
下
リ
シ
揚
手
勢
ヲ
モ
可
レ待
ト
テ、

伊
豆
ノ
府
ニ
被
ニ逗
留
一ケ
ル

コ
ソ
、
天
運
ト
ハ
云
ナ
ガ
ラ
、
薄
情
カ
リ
シ
事
共

ナ
リ
」
(
傍
線
筆
者
。
以
下
同
じ
)
と
も
記
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
叙
述
の
視
点
は
足
利
方
に
移
る
。
鎌
倉
に
戻
っ
た
足
利
左
馬
直
義

が

「合
戦
の
様
ヲ
申
サ
ン
矯
ニ、

将
軍
ノ
御
屋
形
」
へ
行
っ
た
が
、
「
四
門
空

ク
閉
テ
人
モ
ナ
」
く
、
「
ア
ラ
、
ヵ
ニ
門
ヲ
敵
」
い
た
と
こ
ろ
、
出
て
来
た
須

賀
左
衛
門
が
「
将
軍
ハ

矢
矧
ノ
合
戦
ノ
事
ヲ
聞
召
候
シ

ヨ
リ
、
建
長
寺
へ
御
入

候
テ
、
巳
ニ
御
出
家
候
ハ
ン
ト
仰
候
シ
ヲ
、
面
々
様
々
申
留
メ
テ
置
進
セ
テ
時

御
本
結
ハ
切
セ
給
テ
候
ヘ

ド
モ、

未
ダ
御
法
慢
-一
ハ
成
セ
給
ハ
ズ
」
と
語
っ

た。

「
左
馬
頭

・
高

・
上
杉
ノ
人
々
」
は
、
「角
テ
ハ

嬬
軍
勢
共
感
ミ

ヲ
失
フ
ベ
シ
。

如
何
セ

ン
」
と

「仰
天
」
し
た
が
、
上
杉
重
能
が
「
将
軍
縦
ヒ
御
出
家
有
テ
法

韓
ニ
成
セ
給
候
共
、

勅
勘
遁
ル
マ
ジ
キ
様
ヲ
ダ

ニ
聞
召
候
ハ
ぐ

、
思
召
直
ス
事

ナ
ド
カ
無
て
候
ベ
キ
。
謀
-
一
論
旨
二
三
通
書
テ
、
将
軍
-
一
見
セ
進
セ
候
ハ
ゼ
ヤ
」

と
提
案
、
直
義
も

「兎
モ
角
モ
事
ノ
ヨ
カ
ラ
ン
様
-
一計
ヒ
沙
汰
候
へ

」
と
任
せ

た
。
そ
こ
で
重
能
は
「
宿
紙
ヲ
俄
ニ
染
出
シ
、
能
書
ヲ
尋
テ
、
職
事
ノ
手
ニ
少

シ
モ
不
レ違
」
室
日
か
せ
た
。
そ
れ
に
は
、
「足
利
宰
相
等
氏
、

左
馬
頭
直
義
以
下

一
類
等
、

誇
-示
威
一
軽
一
朝
憲
-之
問
、
所
レ被
一在
罰
-也
。
彼
輩
縦
難
レ矯一
一隠

遁
身
二

不
レ可
レ寛
二
刑
伐
一。
深
尋
ニ
彼
在
所
一、
不
日
可
レ令
一一詠
毅
一。
於
レ有
-

戦
功
-者
可
レ被
ニ抽
賞
一、
者
総
旨
如
ν
此
。
悉
レ
之
以
レ状
」
と
の
文
が
書
か
れ

て
お
り
、

「同
文
章
ニ
名
字
ヲ
替
テ
、
十
鈴
通
書
テ
」
提
出
し
た
。

no 
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直
義
は
、
そ
れ
を
持
っ
て
建
長
寺
に
赴
き
、
「
泊
ヲ
押
へ
テ
」
、
足
利
一
族
に

つ
い
て
は

「縦
遁
世
降
参
ノ
者
ナ
リ
共
、
求
尋
テ
可
レ
諒
ト
議
シ
候
ナ
ル
。
叡

慮
ノ
趣
モ
、
又
同
ク
遁
ル
、
所
候
ハ
ザ
リ
ケ
ル
」
と
述
べ
、
「
先
日
矢
矧
・
手

超
/
合
戦
-
一
討
レ
テ
候
シ
敵
ノ
膚
/
守
リ
ニ
入
テ
候
シ
倫
旨
共
、
日
定
御
覧
候
へ
」

と
、
持
参
し
た

「給
旨
L

を
見
せ
、
「
加
様
-
一
一
候
上
ハ
、
ト
テ
モ
遁
ヌ

一
家

/

勅
勘
ニ
テ
候
へ
パ
、
御
出
家
ノ
儀
ヲ
思
召
翻
サ
レ
テ
、
氏
族
ノ
陸
沈
ヲ
御
受
け

候
へ
カ
シ
」
と
説
得
し
た
。

(注
5
)

尊
氏
は

「謀
童
日
」
と
は
気
付
か
ず
、

「誠
サ
テ
ハ
一
門
ノ
浮
沈
此
時
ニ
テ
候

ケ
ル
。
サ
ラ
パ
無
レ
力
。
等
氏
モ
芳
ト
共
-
一
一
弓
矢
/
義
を
専
ニ
シ
テ
、
義
貞
ト

死
ヲ
共
ニ
ス
ベ
シ
」
と
、
直
ち
に
「
道
服
」
を
脱
い
で

「錦
ノ
直
垂
」
を
着
し

た
。
そ
の
た
め
、
「
事
叶
ハ
ジ
ト
テ
京
方
へ
降
参
セ
ン
ト
シ
ケ
ル
大
名
」
や、

「
右
往
左
往
ニ
落
行
ン
ト
シ
ケ
ル
軍
勢
」
も
、
「
俄
-
一
気
ヲ
直
シ
テ
馳
参
」
じ
た

結
果
、
「
一
日
モ
過
ザ
ル
ニ
、
将
軍
ノ
御
勢
ハ
、
三
十
高
騎
-
こ
な
っ
た
。

第
四
章
「
箱
根
竹
下
合
戦
事
」
は
、
建
武
二
年
十
二
月
十
一
日
の
「
左
馬
頭

直
義
箱
根
路
へ
支
へ
、
将
軍
ハ
竹
下
へ
向
ベ
シ
」
と
い
う
足
利
勢
に
つ
い
て
の

叙
述
か
ら
始
ま
る
。

将
軍
勢

「十
八
高
騎
」
が
竹
下
に
、
直
義
勢
は

「六
高
齢
騎
」
で
箱
根
峠
に

到
着
し
た
。
一
方
、

「十
二
日
辰
刻
」
に
、

「京
勢
」
は

「伊
豆
ノ
府
ニ
テ
手
分

シ
テ
」
、
竹
下
へ
は
尊
良
親
王
・
脇
屋
義
助
ら
の
七
千
余
騎
が
「
揚
手
」
と
し

て
、
箱
根
へ
は
新
田
義
貞
ら
の
七
万
余
騎
が
「
大
手
」
と
し
て
出
発
し
た
。

新
田
勢
の
中
に
は
十
六
人
の
「
黛
ヲ
結
ダ
ル
精
丘
ア
射
手
」
が
い
て
、

「
向

フ
方
ノ
敵
ヲ
射
ス
カ
サ
ズ
ト
云
事
ナ
L

く
、
又
、

「各
ヲ
重
ジ
命
軽
ズ
ル
千
葉
・

{
子
都
宮
・
菊
地
・
松
浦
/
者
共
」
の
勇
敢
な
戦
い
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
勢
(
足
利

方
)
に
は
退
去
す
る
者
が
続
出
し
た
。

一
方
、
竹
下
に
向
か
っ
た
中
書
王
(
尊
良
親
王
)
軍
の
五
百
余
騎
は

「
錦
ノ

御
旋
ヲ
先
ニ
進
メ
」
て
、
足
利
高
経
ら
の

三
百
余
騎
と
対
決
し
た
も
の
の
、

「
一
戦
ニ
モ
不
レ及
シ
テ
」
敗
退
。

「
中
書
王
ノ
副
将
軍
脇
屋
右
衛
門
佐
」
は

「
七
千
絵
騎
ヲ

一
手
ニ
ナ
シ
テ
」
奮
戦
。
こ
の
合
戦
の
中
で
は
、
脇
屋
義
助
の

子
息
義
治
(
十
三
歳
)
が
「
郎
等
三
騎
相
共
-
こ
敵
中
に
取
り
残
さ
れ
る
が
、

「幼
稚
ナ
レ
ド
モ
心
早
キ
人
ニ
テ
、
笠
符
引
切
テ
投
捨
、
髪
ヲ
鼠
シ
顔
ニ
振
懸

テ
」
奮
闘
し
、
父
義
助
の
「
二
度
/
懸
」
に
よ
っ
て
窮
地
を
脱
し
、
父
子
揃
っ

て
帰
陣
し
た
話
が
詳
述
さ
れ
る
。

「
荒
手
ヲ
入
替
テ
戦
シ
メ
ン
ト
シ
」
て
い
た
官
軍
側
の
「
千
齢
騎
ニ
テ
後
ニ

引
へ
」
て
い
た
「
大
友
左
近
将
監
・
佐
々
木
監
冶
判
官
」
は
、
「
如
何
恩
ケ
ン
、

一
矢
射
テ
後
、
旗
ヲ
品
位
テ
将
軍
万
-
一
馳
加
リ
、
却
テ
官
軍
ヲ
散
々
ニ
射
」
た
た

め
、
官
軍
が
敗
走
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

ハ叫
d

第
五
章
は
新
国
側
の
動
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「箱
根
路
ノ
合
戦
」
で
「
戦

フ
毎
ニ
利
ヲ
得
」
て
い
た
官
軍
(
新
国
軍
)
は
、
「
僅
ニ
引
へ
テ
支
タ
ル
足
利

左
馬
頭
ヲ
追
落
テ
、
鎌
倉
へ
入
ラ
ン
ズ
ル
事
掌
ノ
内
-
一
有
」
と
、

「
皆
勇
-
一
々

デ
明
ル
ヲ
渥
シ
」
と
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
揚
手
ヨ
リ
軍
破
レ
テ
、
寄
手
皆

追
散
サ
レ
ヌ
」
と
の
報
が
届
い
た
た
め
、

「諸
園
/
催
シ
勢
、
路
次
ノ
軍
ニ
一
降

人
ニ
出
タ
ル
ツ
ル
坂
東
勢
」
は
、
「
世
間
帯
ヲ
捨
、
旗
ヲ
側
メ
テ
孜
先
ニ
ト
落
行
」

き
、
「
サ
シ
モ
虞
キ
箱
根
山
-
一
、
ス
キ
マ
モ
無
ク
充
満
シ
タ
リ
ツ
ル
陣
-
一
、
人

ア
リ
共
見
ヘ
ズ
」
と
い
う
変
化
を
見
せ
た
。
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執
事
舟
田
入
道
か
ら
戦
況
報
告
を
受
け
た
新
田
義
貞
は

「何
様
陣
ヲ
少
シ
引

退
テ
、
落
行
勢
ヲ
留
テ
コ
ソ
合
戦
ヲ
モ
セ
メ
」
と
、
「
僅
ニ
百
騎
ニ
ハ
過
ザ
リ
」

と
い
う
勢
で
箱
根
山
を
引
き
退
い
た
。

撤
退
す
る
途
中
で
出
会
っ
た
散
所
法
師
が
舟
田
入
道
に
対
し
て
「
昨
日
の
暮

程
ニ
脇
屋
殿
、
竹
下
ノ
合
戦
に
討
負
テ
落
サ
セ
給
候
シ
後
、
将
軍
ノ
御
勢
八
十

蔦
騎
、
伊
豆
ノ
府
ニ
居
齢
テ
、
木
/
下
岩
ノ
陰、

人
ナ
ラ
ズ

ト
云
所
候

ハ
ズ
。

今
此
御
勢
計
ニ
テ
御
通
リ
候
ハ
ン
事
、
努
々
叶
マ
ジ
キ
事
ニ
テ
候
」
と
告
げ
た

の
を
聞
い
た
栗
生
・
篠
塚
は
、
却
っ
て

「敵
八
十
蔦
騎
ニ
、
御
方
五
百
齢
騎、

吉
程
ノ
合
ヒ
手
也
。
イ
デ
イ
デ
懸
破
テ
道
ヲ
開
テ
参
セ

ン。

縫
ケ
ヤ
人
々
」
と

攻
め
込
ん
で
い
く
。
新
田
義
貞
を
狙
っ
て
攻
撃
を
し
か
け
て
き
た

一
条
次
郎
を

篠
塚
が
討
ち
、
義
貞
勢
は
二
十
騎
と
な
る
。

そ
の
後
、
新
国
勢
は
、
出
合
う
敵
軍
を
次
々
に
打
破
し
て
、
天
龍
川
を
渡
り
、

更
に
、
{
子
都
宮
公
綱
の

「愛
ニ
テ
モ

シ
数
日
ヲ
送
ラ
パ
、
後
ロ
ニ
敵
出
来
テ
、

路
を
塞
グ
事
有
ヌ
ト
貸
候
。
哀
レ
今
少
シ
引
退
テ
、
ア
ジ
カ

・
洲
俣
ヲ
前
ニ
嘗

テ
¥
京
近
キ
園
々
ニ
、
御
陣
ヲ
召
サ
レ
候
へ
カ
シ」

と
い
う
進
言
と
諸
大
将

の
同
意
を
入
れ
て
、
尾
張
固
ま
で
退
い
た
の
で
あ

っ
た
。

以
上
、
巻
十
四
の
前
半
部
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
巻
十
三
で
顕
在
化

を
見
せ
始
め
た
〈
足
利
氏
i
後
醍
醐
帝
〉
と
い
う
対
立
の
構
図
は
、
巻
十
四
に

入
っ
て
、
屈
曲
し
た
展
開
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。

尊
氏
・
義
貞
両
人
の
奏
状
を
め
ぐ
る
諸
卿
余
議
に
お
い
て
も
、
容
易
に
結
論

が
出
な
い
雰
囲
気
の
も
と
、
③
大
塔
宮
護
良
親
王
の
「
禁
殺
」
と
い
う

一
点
に

絞
っ
て
の
坊
門
清
忠
の
足
利
兄
弟
へ

の
責
任
追
求
の
論
が
、
鎌
倉
よ
り
帰
洛
し

た

「南
/
御
方
ト
申
女
房
一
」
の
証
言
で
裏
付
け
ら
れ
た
形
と
な
り
、
更
に
、
四

国

・
西
国
か
ら
③

「足
利
殿
ノ
成
ル

、
軍
勢
催
促
ノ
御
教
書
」
が
証
拠
物
件
の

形
で
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
足
利
尊
氏
を
「
朝
敵
」
と
す
る
裁
定
が
下

さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

た
だ
、

「中
先
代
の
乱
」
平
定
後
の
尊
氏
に

「隠
謀
ノ
企
ア

ル
由
」
の
報
告

を
聞
い
た
後
醍
醐
帝
は
、
「
逆
鱗
」
「
御
憤
」
と
い
う
反
応
を
示
し
た

(
こ
の
時

に
は
、
公
卿
余
議
に
お
け
る
親
房

・
公
明
の
発
言
が
制
御
の
役
割
を
果
た
し、

慧
鎮
上
人
の
鎌
倉
へ
の
派
遣
に
よ
る
実
地
検
証
に
基
づ
い
て
結
論
が
出
さ
れ
る

は
ず
に
な

っ
て
い
た)。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
③
に
つ
い
て
の
帝
の
反
応
は
「
叡
慮
更

ニ
不
レ穏
。
是

ヲ
コ
ソ
不
思
議
/
事
ト
思
食
」
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

帝
自
身

は
尊
氏
を
直
接
の

「敵
」
と
見
倣
す
こ
と
に
断
定
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
な
い。

そ
れ
は
、

「護
口
傍
ラ
ニ
有
テ
飢
レ員
事
多
カ
リ
ケ
ル
中
-
こ
と
か
、
「一
依
臣
在
レ

朝
議
口
組
レ員
」
(尊
氏
の
奏
状
)
と
か
、
「暢
ニ
議
口
之
舌
一、
巧
吐
一一浸
潤
之

譜
一
」
(義
貞
の
奏
状
)
等
の
表
現
か
ら
も
推
察
可
能
な
よ
う
に
、
後
醍
醐
帝
の

周
辺
に
は
、
「護
口
」
が
多
く
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
事
で
も
あ
る。

「護
口
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
「
諌
言
」
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し、

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
親
房

・
公
明
の

「諌
=
=己
に
よ
っ
て
、

慧
鎮
上
人
の

鎌
倉
派
遣
が
決
定
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
上
人
が
出
発
す
る
前
に
奏
状
合
戦

と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
し
か
も
、
万
里
小
路
藤
房
が
再
三
の
「
諌
言
」
が
容
れ

ら
れ
な
か

っ
た
た
め
に
、
遁
世
と
い
う
形
で
後
醍
醐
帝
(
建
武
新
政
)
に
背
を

nu 

n
tυ 
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向
け
た
事
が
、
す
で
に
巻
十
三
で
描
か
れ
て
い
;m
r

こ
う
し
て
、
尊
氏
は

「朝
敵
」
と
な
っ
た
が
、
尊
氏
自
身
が

「敵
」
と
し
て

「朝
」
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
人
物
と
し
て
は
造
形
さ
れ
な
い
。

第
二
章
に
お
い
て
、
新
田
義
貞
ら

「討
手
の
大
勢
」
が
京
都
を
出
発
し
た
と

の
報
を
受
け
た
直
義
ら
が
、
尊
氏

(
将
軍
)
に
出
陣
を
勧
め
る
場
面
で
も
、
尊

氏
は
暫
く
の
沈
黙
の
後
、
自
分
の
地
位
・
身
分
が
自
身
の

「微
功
」
だ
け
で
な

く
、
帝
の
「
厚
恩
」
に
依
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
更
に
、
前
述
の
⑧
⑧
に
つ

い
て
も
、

「子
細
」
を
釈
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
逆
鱗
」
を
静
め
る
こ
と
が

可
能
な
は
ず
だ
と
主
張
す
る
。

そ
し
て
、
自
分
自
身
は

「向
レ君
奉
テ
引
レ弓
放
レ矢
事
不
レ可
レ有
」
と
述
、べ
、

も
し
釈
明
が
不
可
能
な
場
合
は
「
剃
髪
染
衣
ノ
貌
」
と
な
っ
て
「
君
/
御
為
-
一

不
忠
ヲ
不
存
慮
ヲ
、

子
孫
ノ
為
ニ
可
レ残
」
と

「気
色
ヲ
損
ジ
テ
」
室
内
に
籍
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

上
杉

・
細
河

・
佐
々
木
ら
の
勧
め
に
従
っ
て
、
直
義
の
率
い
る
二
十
万
七
千

余
騎
が
、
一
旦
は
鎌
倉
を
出
発
し
た
も
の
の
、
矢
矧

・
鷺
宮

・
手
越
河
原
の
合

戦
に
敗
れ
て
、
鎌
倉
に
戻
り
、
直
義
は
、
建
長
寺
に
箆
る
尊
氏
の
元
に
参
上
し

た
。
尊
氏
の

「御
本
結
ハ
切
セ
給
て
候
ヘ
ド
モ
、
未
だ
御
法
健
ニ
ハ
成
セ
給
ハ

ズ
」
と
い
う
姿
に
、
直
義
達
は

「仰
天
」
す
る
が
、
上
杉
重
能
の
提
案
し
た
偽

給
旨
を
使
っ
て
、

「
ト
テ
モ
遁
ヌ

一
家
ノ
勅
勘
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
尊
氏

を
説
得
す
る
。

そ
の
結
果
、
尊
氏
も

「
サ
ラ
パ
無
レ力
」
と
し
て
出
障
を
決
意
し
た

i
|
と

描
か
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
漸
く
尊
氏
は
「
朝
敵
」
と
し
て
の
立
場
に
拠
っ
て
行

動
を
開
始
し
た
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
行
動
は

「
謀
垂
直
で
あ
る
こ
と

を
知
ら
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
尊
氏
の

「朝
敵
」
と
し
て
の
責
任
は
追
求
さ

れ
な
い
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に

つ
い
て
、

大
森
北
義
郎
ぱ
、
長
谷
川
昧
町
)の

提
言
に
基
づ
き
つ
つ
、

巻
十
四

・
十
五

・
十
六
を、

『太
平
記
』
第
二
部
「
展
開
部
」
の
「
前
半
」
の

三
巻
と
し
、

「尊
氏
の
権
力
の
掌
握
に
む
け
て
の
合
戦
過
程
と
階
梯
を
そ
れ
と

し
て
描
こ
う
と
す
る
構
想
筋
と
、
尊
氏
の
天
皇
へ
の
反
逆
を
回
避

・
隠
蔽
し
よ

う
と
す
る
歴
史
叙
述
の
志
向
性
」
と
の
関
係
を
重
視
さ
れ
、

『
神
皇
正
統
記
』

や

『梅
松
論
』
と
違
っ
て

『太
平
記
』
が、

「尊
氏
の
反
逆

・
謀
叛
を
そ
れ
と

し
て
認
め
る
こ
と
を
回
避
し
、
虚
構
を
仕
組
ん
で
こ
れ
を
隠
蔽
す
る
だ
け
で
な

く
、
対
立
す
る
尊
氏

・
天
皇
両
者
の
関
係
を
逆
に
肯
定
的
に
描
こ
う
と
さ
え
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
構
想
と
こ
の
志
向
性
と
の
聞
に
は
、

構
造
上
の
整
合
性
が
み
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
相
互
に
背
反
す
る
質
さ
え
認
め

ら
れ
る
」
と
し
て
、
そ
の
事
が

「構
想
の
最
大
の
問
題
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て

お
ら
れ
る
。

31ー

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
尊
氏
が
い
よ
い
よ
立
ち
上
が
る
前
段
階
と
し
て

の
、
直
義
の
敗
北
を
描
く
場
面
に
お
け
る
叙
述
、
す
な
わ
ち
、
新
国
軍
が
直
義

軍
を
徹
底
的
に
攻
撃
し
な
か
っ
た
と
の
指
摘
(
「官
軍
此
時
若
足
ヲ
モ
タ
メ
ズ
、

追
懸
タ
ラ
マ
シ
カ
パ
、
敵
鎌
倉
-
一
モ
除
フ
カ
ジ
カ
リ
ケ
ル
ヲ
」
「
天
運
ト
ハ

云

ナ
ガ
ラ
、
薄
情
カ
リ
シ
事
共
ナ
リ
」
)
に
よ
っ
て
、
真
の

「
朝
敵
」
で
は
な
い

〔注
9
v

足
利
尊
氏
が

「天
運
」
に
加
護
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
新
田
義
貞
を
、
当
然
打
破

す
る
存
在
と
し
て
形
象
し
て
い
る
の
が
、
『
太
平
記
』
巻
十
四
の
前
半
部
で
あ

る
と
号一
守
え
よ
う
。
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そ
れ
は
、
後
半
部
の
第
六
章
に
お
け
る
全
国
的
な

「朝
敵
蜂
起
」
を
背
景
と

し
て
、
第
十
章
の
「
将
軍
人
洛
」
へ
と
必
然
的
に
連
接
し
て
い
く
、
作
品
と
し

て
の
構
想
の
問
題
で
も
あ
る
。

(
注
)

(1
)
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
(
岩
波
書
庖
)
に
よ
る
。

(
2
)
大
系
本
頭
注
の
指
摘
に
も
あ
る
通
り
、
西
源
院
本
な
ど
諸
本
は
人
名
を

記
さ
な
い
。
北
白
回
親
房
は
当
時
陸
奥
に
い
た
の
で
「
諌
言
」
は
で
き
な
い
。

な
お
、
巻
十
回
全
体
の
諸
本
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
端
氏
の

「巻

十
四
の
本
文
異
同
と
そ
の
意
味
」
(
『大
平
記
の
研
究
』
・
汲
古
書
院
)
に

詳
述
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

「
十
九
日
」
(
西
源
院
本
な
ど
)
が
正
し
い
。

(
4
)
本
文
で
は
、
続
け
て
「
後
ノ
筈
根
ノ
合
戦
ノ
時
又
将
軍
へ
ハ
参
ケ
ル
」

と
す
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
も
、
長
谷
川
氏
は
(
注
2
)
に
引
用
し
た

論
考
に
お
い
て
、
神
田
本

・
西
源
院
本

・
天
正
本

・
流
布
本
を
比
較
し
、

「
暫
時
間
、
事
ヲ
謀
テ
」
と
の
一
文
を
持
つ
西
源
院
本
に
つ
い
て

「
そ
こ

に
は
明
ら
か
に
西
源
院
本
筆
者
の
道
誉
形
象
に
対
す
る
固
定
的
な
視
点
が

存
在
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
森
茂
暁
氏
は
、
そ
の

著
『
佐
々
木
導
誉
』
(
吉
川
弘
文
館
)
に
お
い
て
、
こ
の
箇
所
を
「
導
誉

は
新
田
義
貞
に
降
参
し
た
ふ
り
を
し
て
、
危
機
を
脱
し
た
」
と
説
明
し
て

お
ら
れ
る
。

(
5
)

『
梅
松
論
』
は
「
ヒ
ソ
カ
ニ
浄
光
明
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
程
ニ
、
海
道
ノ

合
戦
難
儀
タ
ル
白
聞
召
サ
レ
、
将
軍
被
レ仰
テ
云
、
若
頭
殿
命
ヲ
落
ル
、

『・・町「

事
ア
ラ
パ
、
我
又
存
命
無
盆
也
。
タ
〈
シ
違
勅
ノ
事
心
中
-
一
於
テ
夜
起
ニ

非
ズ
、
是
正

ニ
天
ノ
知
慮
也
。
鑑
見
明
々
白
ナ
ラ
パ
必
組
紳
八
幡
ノ
加
護

ア
ル
ベ
シ
ト
テ
、
先
立
テ
諸
人
ヲ
被
立
シ
カ
パ

」
(
京
大
本
に
よ
る
)
と

記
し
、
直
義
の
事
を
気
遣
っ
て
の
出
陣
と
す
る
。

(
6
)
拙
稿
(
「古
同
氏
」
か
ら
「
尊
氏
」
へ
|

|
『
太
平
記
』
巻
十
三
の
構
成

と
展
開

・
『
樟
蔭
国
文
学
』
但
)
で
も
述
べ
た
。

(
7
)

『
「
太
平
記
」
の
構
想
と
方
法
』
(
明
治
書
院
)
。

(

8

)

(

注
2
)
『
太
平
記
の
研
究
』
。

(
9
)
西
源
院
本
は

「伊
豆
/
府
ニ
逗
留
シ
テ
、
七
日
迄
徒
-
一
居
ラ
レ
ケ
ル
コ

ソ
不
運
ノ
至
ト
ハ
質
ヘ
タ
レ
」
。
神
田
本

・
玄
玖
本
も
同
じ
。
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